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目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

規

則 

 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
広
報
広
聴
規
則
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
七
条
第
二
項
中
□
総
合
企
画
部
次
長
□
を
□
総
合
企
画
部
理
事
□
に
改
め
□
□
□
総
合
企
画
部
地
域

づ
く
り
課
長
□
以
下
□
地
域
づ
く
り
課
長
□
と
い
う
□
□
□
を
削
る
□ 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
□
□
地
域
づ
く
り
課
長
□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
□
昭
和
二
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
□
第
七
条
第
五
項
□
の
下
に
□
及
び
法
第
八
条
第
四
項
□
を
加
え
□
同
条
第
二
項

中
□
第
五
条
□
を
□
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
□
第
八
条
□
を
□
第
八
条
第
一
項
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
一
１
の
一
の
ニ
中
□
福
祉
避
難
所
□
高
齢
者
□
障
害
者
等
□
以
下
□
高
齢
者
等
□
と
い
う
□
□

で
あ
つ
て
避
難
所
で
の
避
難
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
□
を
□
法
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
福
祉
避
難
所
□
主
と
し
て
高
齢
者
□
障
害
者
□
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に
配

慮
を
要
す
る
者
を
滞
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
□
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二

百
八
十
八
号
□
第
二
十
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
□
に
改
め
□
□
を
い
う
□
の
下
に
□
□

以
下
同
じ
□
を
加
え
□
同
表
１
の
二
の
イ
の

(ニ)
中
□
高
齢
者
等
□
を
□
高
齢
者
□
障
害
者
等
□
に
改
め

る
□ 

 

別
表
第
一

 

12 

の
一
中
ト
を
チ
と
し
□
へ
を
ト
と
し
□
ホ
を
ヘ
と
し
□
同
表

 

12 

の
一
の
ニ
中
□
飲
料
水
□

を
□
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
□
に
改
め
□
同
表

 

12 

の
一
の
ニ
を
同
表

 

12 

の
一

の
ホ
と
し
□
同
表

 

12 

の
一
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

ニ 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供 

 

別
表
第
一
中
12
を
13
と
し
□
６
か
ら
11
ま
で
を
７
か
ら
12
ま
で
と
し
□
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
□ 

 

６ 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供 

 
 

一 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供
は
□
災
害
に
よ
り
現
に
被
害
を
受
け
□
避
難
生
活
に
お
い
て
配
慮
を
必

要
と
す
る
高
齢
者
□
障
害
者
□
乳
幼
児
そ
の
他
の
者
□
以
下
□
災
害
時
要
配
慮
者
□
と
い
う
□
□

に
対
し
て
□
応
急
的
に
処
置
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

二 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供
は
□
都
道
府
県
知
事
等
□
法
第
三
条
に
規
定
す
る
□
都
道
府
県
知
事

等
□
を
い
う
□
□
又
は
災
害
発
生
市
町
村
等
□
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
□
災
害
発
生
市
町
村

等
□
を
い
う
□
□
の
長
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 
 

三 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供
は
□
次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
□ 

 
 

 

イ 

災
害
時
要
配
慮
者
に
関
す
る
情
報
の
把
握 

 
 

 

ロ 

災
害
時
要
配
慮
者
か
ら
の
相
談
対
応 

 
 

 

ハ 

災
害
時
要
配
慮
者
に
対
す
る
避
難
生
活
上
の
支
援 

 
 

 

ニ 

災
害
時
要
配
慮
者
の
避
難
所
へ
の
誘
導 

 
 

 

ホ 

福
祉
避
難
所
の
設
置
□
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
場
合
を
除
く
□
□ 

 
 

四 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
□
三
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
消
耗
器
材
費
又
は
器
物
の
使
用
謝
金
□
借
上
費
若
し
く
は
購
入
費
と
し
て
当
該
地
域

に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
し
□
三
の
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
消
耗
器
材
費
□
建
物
の
使
用

謝
金
□
器
物
の
使
用
謝
金
□
借
上
費
又
は
購
入
費
□
光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便
所
等
の
設
置
費
と

し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と
す
る
□ 

 
 

五 

福
祉
サ
□
ビ
ス
の
提
供
を
実
施
で
き
る
期
間
は
□
災
害
発
生
の
日
か
ら
七
日
以
内
と
す
る
□ 

 

別
表
第
二 
中
□
第
四
号
□
を
□
第
五
号
□
に
改
め
□
同
表 

の
１
の
ロ
中
□
薬
剤
師
□
の
下
に
□
□

栄
養
士
□
管
理
栄
養
士
□
を
□
□
臨
床
検
査
技
師
□
の
下
に
□
□
理
学
療
法
士
□
作
業
療
法
士
□
を
加

え
□
□
及
び
歯
科
衛
生
士
□
を
□
□
言
語
聴
覚
士
□
歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士
□
に
改
め
□
同
表 

の
１
の
チ
を
同
表 

の
１
の
リ
と
し
□
同
表 

の
１
の
ト
を
同
表 

の
１
の
チ
と
し
□
同
表 

の
１
の
ヘ

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

 

（一） 
 

（一） 

 

（一） 

 

（一） 
 

（一） 
 

（一） 
 

（一） 



 
 

 

二 
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を
同
表 

の
１
の
ト
と
し
□
同
表 

の
１
の
ホ
中
□
土
木
技
術
者
□
を
□
社
会
福
祉
士
□
介
護
福
祉
士
□

介
護
支
援
専
門
員
□
精
神
保
健
福
祉
士
□
公
認
心
理
師
□
規
則
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専
門

員
□
土
木
技
術
者
□
に
改
め
□
同
表 

の
１
の
ホ
を
同
表 

の
１
の
ヘ
と
し
□
同
表 

の
１
の
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

ホ 
保
育
士 

一
人
一
日 

一
万
三
千
二
百
円
以
内 

 

別
表
第
二 
中
□
第
四
条
第
五
号
□
を
□
第
四
条
第
六
号
□
に
□
□
第
十
号
□
を
□
第
十
一
号
□
に
改

め
□
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

法
第
八
条
第
四
項
の
実
費
弁
償
は
□
救
助
の
種
類
ご
と
に
□
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

別
記
第

 

11 

号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
に
□ 

□ 
 

 

□
を
□ 

 
 

 
 

 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
□
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
□
令
和
七
年
七

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

  

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

調
理
師
法
施
行
細
則
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
五
条
中
□
県
報
に
公
告
□
を
□
公
表
□
に
改
め
□
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
□ 

 
 

た
だ
し
□
指
定
試
験
機
関
□
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に

試
験
事
務
□
同
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合
は
□
こ

の
限
り
で
な
い
□ 

 

第
六
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
□ 

 
 

た
だ
し
□
指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
の
う
ち
全
部
又
は
一
部
□
受
験
手
続
に
関
す
る
事
務
に
限

る
□
□
を
行
う
場
合
は
□
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

 

第
六
条
第
二
項
中
□
前
項
□
を
□
前
項
本
文
□
に
改
め
る
□ 

 

第
七
条
第
一
項
中
□
試
験
に
□
を
□
試
験
□
指
定
試
験
機
関
が
行
う
試
験
を
除
く
□
以
下
同
じ
□
□

に
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
□
昭
和
五
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
六
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

第
十
一
条
中
□
第
八
条
□
を
□
第
八
条
第
一
項
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

に
□
□ 

 
 

□
を
□ 

 
 

 
 

 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 
□
経
過
措
置
□ 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
□ 

    

第
１

１
号

様
式

 
第

十
一

号
様

式
（

第
十

五
条

第
一

項
）

 

第
８

条
 

第
８

条
第

１
項

 

 

（一） 
 

（一） 

 

（一） 
 

（一） 
 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 
「

本
 

 
籍

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

（
電

話
）

 

 
ふ

り
が

な
 

 
 

 
 

 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

」
 

住
 

 
所

 
 

 
 

 
（

電
話

）
 

ふ
り

が
な

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
 

性
 

 
別

 
 

 
男

 
・

 
女

 

個
人

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
第
五
号
様
式
中 

 
 

を 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
 

性
 

 
別

 
 

 
男

 
・

 
女

 
 

個
人

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 
 

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中 

 
 

を 
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